
 
学校地域教育目標  

「 考える子 思いやりのある子 元気な子 地域と共に生きる子 」 

 
 

新倉 笑 楽 幸 
校長 佐野 一機 

 
新しい年度が始まりました。新一年生のみなさん、在校生のみなさん、入学、進学おめでとうござい

ます。どうぞ地域・保護者の皆様、本年度もよろしくお願いいたします。 
 
さて、表題の 新倉 笑 楽 幸（しょうがっこう） という言葉は、昨年度より使わせていただい

ております。新倉小学校が「子供たちの笑顔であふれ、楽しく、みんなが幸せな学校」でありたいとい
う思いから、職員にも地域・保護者の方にもご紹介させていただいています。本年度、学校教育目標を、
その「新倉笑楽幸」という言葉に変更させていただきました。 

 
 

 

 
 
 

 
 この学校教育目標を達成するために、学校・地域・保護者が共に同じ方向を目指して、子供たちの成
長を支えられるように努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 また、学校教育の重点目標を 

「非認知能力の育成」と「ほうれんそうのおひたし」の二つに設定しました。 

 「新倉 笑 楽 幸」となるためには、子供たちに、自己肯定感があること、学ぶ楽しさを知ること、
目標を持ち継続してがんばれること、他者との協調性を持ち、コミュニケーションが取れること、感情

をコントロールでき、自分を律することができること等、いわゆる「非認知的な能力」の育成が不可欠
であると考えました。そうした能力の育成を組織的・計画的に実施していきたいと考えます。 
 「ほうれんそう の おひたし」は、「報告・連絡・相談」と「怒らない・否定しない・助ける・指

示する」の頭文字をとった言葉になります。学校・家庭・地域の連携のため、子供たちの健やかな成長
のために、この精神を子供たちを取り巻く大人たち全員で共有し、「新倉 笑 楽 幸」を目指しがん
ばって参ります。これからもご支援ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 
 

４月号 
和光市立新倉小学校 

令和８年４月８日 新倉小だより 

「新倉 笑 楽 幸」 

 子どもたちが楽しく安全に過ごせる新倉笑楽幸 

 子どもたちが学習に意欲を持ち、自立的に学んでいく新倉笑楽幸 

 子どもたちが共に高めあえる新倉小笑楽幸 

 



４月の生活目標 「相手のことを考えて行動しよう」 
 

 1 水 春季休業日 
2 木 春季休業日 
3 金 春季休業日 
4 土  
5 日  
6 月 新６年生準備登校 
7 火 春季休業日 

8 水 始業式９：４０下校  
入学式９：５０受付 １０：３０開式 

9 木 短縮３時間１１時３０分頃下校 
あいさつ運動～１５日まで  

10 金 
◎給食開始  発育測定６年 
短縮４時間＋給食（１３：１０頃下校） 
わこうっこクラブ開室（２年生以上） 
※１年心臓問診票回収 

11 土  
12 日  
13 月 委員会活動① 発育測定５年 
14 火 発育測定４年 

15 水 体育集会① 
１年生段階給食① 発育測定３年 

16 木 １年生段階給食② 発育測定２年 
体育集会① 

17 金 １年完全給食 発育測定１年・たんぽぽ 
懇談会（高学年）１年わこうっこクラブ開室 

18 土  
19 日  
20 月 聴力検査５年 ※尿容器配付 

21 火 
懇談会（中学年）聴力検査３年 
尿検査① 

22 水 懇談会（低・たんぽぽ） 通学班会議（中休み） 
耳鼻科検診（全学年） 尿検査② 

23 木 ６年全国学力・学習状況調査 
聴力検査２年・たんぽぽ 通学班会議（昼休み） 

24 金 １年生を迎える会 
25 土  
26 日  
27 月 クラブ① ６年全国学力・学習状況調査（質問紙） 

聴力検査１年 ※結核配付（た・2・4・6年） 
28 火 眼科検診（全学年） 
29 水 昭和の日 

30 木 歯科健診（全学年） 
※結核回収（た・2・4・6年） 

 

スクペイ・スクリレの登録について 

未登録のご家庭があります。登録がお済でないご家庭

は至急、登録をお願いします。登録手順書は携帯電話の

機種交換した場合に再度登録が必要になりますので大

切に保管いただきますようお願いします。登録手順書を

紛失してしまったご家庭については、再発行いたします

ので教頭まで連絡ください。また、「スクリレ」での欠

席等連絡につきましては昨年度同様に実施いたします。

欠席等の連絡は、8時までにお願いします。 

4 月の給食費について 

４・５月分を５月にまとめて徴収します。 
詳しい徴収金額につきましては、 
５月号にてお知らせします。  
※５月の振替日は、５月１１日（月）です。 
※１回目の引落日に間に合うよう通帳残高のご確認

をお願いします。 
 

年度当初の懇談会について 
 

年度当初の懇談会を実施する予定です。懇談会では、

各担任から学級経営方針などの話がありますので、多く

の保護者の方の参加をお待ちしています。 

 高学年 ４月１７日（金）１４：４５～ 

 中学年 ４月２１日（火）１４：４５～ 

 低学年・たんぽぽ ４月２２日（水）１４：４５～ 

学校給食費、学用品費などを援助（就学援助制度） 

 

市では、生活保護世帯に準ずる程度に困窮し経

済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者

に、学校給食費や学用品費等の費用の一部を援助

する事業を行っています。 

■対象／和光市内に住所を有し、国公立の小・中学

校に在籍する児童生徒の保護者で、生活保護法に

よる要保護者及び一定の条件に該当する方。（条件

については、別途学校から配布される「就学援助制

度について」をご確認ください。） 

■申請／各学校で随時、受け付けています。原則、

月ごとの認定です。認定期間は６月までで、認定切り

替えの時期は７月（全対象者共通）です。７月以降の

受給審査のために再度、申請書等の提出が必要で

す。なお、新入学児童生徒学用品費は４月に認定さ

れた小・中学校１年生の保護者のみ対象となります。 

■問合せ／各学校又は和光市教育委員会 学校教

育課 学務担当（電話424-9148） 

児童の氏名及び写真・動画の掲載について 

学校だより、学校HPなどに児童氏名及び写真などの掲

載が難しい場合は学校まで連絡ください。 
 


